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       緊急事態宣言解除後の施設の対応について 

 

 日頃より、当施設の運営にご理解、ご協力いただき心より感謝申し上げます。 

さて、この度、緊急事態宣言解除を受けて、６月以降の運営方針をお知らせいたします。 

「解除」は「安全宣言ではない」との認識のもと、ハウスとして全力で入居者様の安全と

健康をお守りしていきます。対応策は厚生労働省のガイドラインに沿って適切に判断し、

その内容はその都度お知らせしてまいります。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

 

記 

１、面会 

面会の自粛継続 対面はせず、電話、ラインでのオンライン面会、メールなどの活用

をお願い致します。 

直接の面会は、事前に申し込みの上、これまで通り１階の相談室にて対応させていた

だきます。なおその際、入居者様にはフェイスシールドの着用を義務付けとさせていた

だきます。 

２、施設外のデイサービスの利用 

施設外のデイサービスのご利用に関して、日常の生活を少しずつ戻すという目的も

あり、６月１日より「週に１回」からのご利用を開始とさせていただきます。ただし、

利用先でも三密回避と感染防止対策をしっかり取っていただくようご協力お願い致し

ます。 

３、通院と外出 

通院・外出は引き続き必要最低限に控えていただくようお願い致します。 

必要時、その都度ハウススタッフが相談に乗らせていただきますのでお気軽にお声か

けください。 

 

※これまでお伝えしました内容は、全て HP にアップしてありますので、そちらでご確

認くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

以上 


